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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成23年６月22日付をもって提出した有価証券届出書に訂正すべき事項がありますので、これを訂

正するために本訂正届出書を提出するものです。

２【訂正の内容】

原届出書の下記事項のうち以下に記載した箇所を、＜訂正前＞の内容から＜訂正後＞の内容に訂正

し、下線部　　　は訂正内容を示します。＜追加＞、＜更新後＞に記載している内容は、原届出書に追加、更

新されます。

第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（3）【ファンドの仕組み】

　　　③　委託会社等の概況

　　＜訂正前＞

（A）資本金　11億5,500万円（平成23年４月30日現在）

（略）

（C）大株主の状況

（平成23年４月30日現在）

氏名又は名称 住所 所有株式数 所有比率

日本アジアホールディングズ

株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目３番２号

郵船ビル５階
4,600株 100％

　＜訂正後＞

（A）資本金　11億5,500万円（平成23年９月30日現在）

（略）

（C）大株主の状況

（平成23年９月30日現在）

氏名又は名称 住所 所有株式数 所有比率

日本アジアホールディングズ

株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目３番２号

郵船ビル５階
4,600株 100％

２【投資方針】

（3）【運用体制】

　＜訂正前＞ 

（略）

運用を担当する運用部門（７名程度）、顧客とのリレーションを担当する営業部門（７名程度）、商

品開発および有価証券届出書・目論見書等の作成を担当する企画部門（４名程度）、ファンド計理を

担当する業務部門（９名程度）、トレーディングを担当するトレーディング室（２名程度）、運用実績

の評価・分析・情報開示（レポーティング）を担当する分析・レポーティング部門（３名程度）なら

びにコンプライアンス・内部監査を担当する内部統制部門（２名程度）は、当社規程に従って、業務を

分担しかつ相互に牽制機能を果たすことによって、全体として質の高い運用サービスを提供しており

ます。

（略）
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※上記の運用体制は、平成23年４月30日現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

　＜訂正後＞ 

（略）

運用を担当する運用部門（７名程度）、顧客とのリレーションを担当する営業部門（６名程度）、商

品開発および有価証券届出書・目論見書等の作成を担当する企画部門（３名程度）、ファンド計理を

担当する業務部門（８名程度）、トレーディングを担当するトレーディング室（２名程度）、運用実績

の評価・分析・情報開示（レポーティング）を担当する分析・レポーティング部門（４名程度）なら

びにコンプライアンス・内部監査を担当する内部統制部門（３名程度）は、当社規程に従って、業務を

分担しかつ相互に牽制機能を果たすことによって、全体として質の高い運用サービスを提供しており

ます。

（略）

※上記の運用体制は、平成23年９月30日現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

（4）【分配方針】

　＜追加＞ 

①　年２回の決算日（毎年３月20日および９月20日。ただし、休業日の場合は翌営業日。）に、原則と

して次の通り分配を行います。

（A）分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全

額とします。

（B）分配金額は、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収

益が少額の場合には分配を行わないこともあります。

（C）留保益の運用について、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき運用を行います。

　　※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

３【投資リスク】

（1）投資リスク

＜基準価額の主な変動要因＞

　＜訂正前＞

当ファンドは、投資信託証券への投資等を通じて、実質的に株式や債券などの値動きのある有価証券

（外国証券には為替変動リスクもあります。）等に投資しておりますので、当ファンドの基準価額は変

動します。したがって、元本は保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。

　＜訂正後＞

当ファンドは、投資信託証券への投資等を通じて、実質的に株式や債券などの値動きのある有価証券

（外国証券には為替変動リスクもあります。）等に投資しておりますので、当ファンドの基準価額は変

動します。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、

投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。

（2）投資リスクに対する管理体制

　＜訂正前＞ 

（略）

※　上記の管理体制は、平成23年４月30日現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

　＜訂正後＞ 

（略）
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※　上記の管理体制は、平成23年９月30日現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

４【手数料等及び税金】

（5）【課税上の取扱い】

　　④　個人、法人別の課税上の取扱いについて

　＜訂正前＞ 

（A）個人の受益者に対する課税

◇収益分配金に対する課税

収益分配金のうちの課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として、平成23年12月31日までは

10％（所得税７％および地方税３％）、平成24年１月１日以降は20％（所得税15％および地方税

５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用となります。なお、確定申告を行い、総

合課税または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。

◇一部解約（換金）時および償還時に対する課税

一部解約時および償還時の差益（譲渡益）に対し、平成23年12月31日までは10％（所得税７％

および地方税３％）、平成24年１月１日以降は20％（所得税15％、地方税５％）の税率による申告

分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。

一部解約（換金）時および償還時の損失については、収益分配金、上場株式等にかかる譲渡益と

の損益通算が可能です。

なお、損益通算および買取りの取扱い等につきましては、販売会社にお問い合わせください。

（B）法人の受益者に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約（換金）時および償還時の個別

元本超過額については、平成23年12月31日までは７％（所得税７％）、平成24年１月１日以降は

15％（所得税15％）の税率で源泉徴収されます。なお、地方税の源泉徴収はありません。

　＜訂正後＞ 

（A）個人の受益者に対する課税

◇収益分配金に対する課税

収益分配金のうちの課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として、平成25年12月31日までは

10％（所得税７％および地方税３％）、平成26年１月１日以降は20％（所得税15％および地方税

５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用となります。なお、確定申告を行い、総

合課税または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。

◇一部解約（換金）時および償還時に対する課税

一部解約時および償還時の差益（譲渡益）に対し、平成25年12月31日までは10％（所得税７％

および地方税３％）、平成26年１月１日以降は20％（所得税15％、地方税５％）の税率による申告

分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。

一部解約（換金）時および償還時の損失については、収益分配金、上場株式等にかかる譲渡益と

の損益通算が可能です。

なお、損益通算および買取りの取扱い等につきましては、販売会社にお問い合わせください。

（B）法人の受益者に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約（換金）時および償還時の個別

元本超過額については、平成25年12月31日までは７％（所得税７％）、平成26年１月１日以降は

15％（所得税15％）の税率で源泉徴収されます。なお、地方税の源泉徴収はありません。

５【運用状況】

　＜更新後＞

以下は、平成23年９月30日現在の投資状況です。
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投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいい、「国・地域」は発行体の国

籍を表示しております。

（1）【投資状況】

資産の種類 国・地域 時価合計(円)投資比率(％)

投資信託

受益証券

ニチ・ベイ　マーケット　ニュートラル

ファンド
ケイマン 644,293,31492.81

ユナイテッド日本債券ベビーファンド

（適格機関投資家向け）
日本 28,769,3354.14

小計 673,062,64996.95

現金・預金・その他の資産（負債控除後） 21,184,5993.05

合計（純資産総額） 694,247,248100.00

（2）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

順

位

国・

地域
種類 銘柄名

数量

（口数）

帳簿価額

単価

（円）

帳簿価額

金額

（円）

評価額

単価

（円）

評価額

金額

（円）

投資

比率

（％）

1
ケイ

マン

投資信託

受益証券

ニチ・ベイ マーケット

ニュートラル ファンド
60,36110,545636,506,74510,674644,293,31492.81

2 日本
投資信託

受益証券

ユナイテッド日本債券

ベビーファンド

(適格機関投資家向け)

27,396,7581.048328,720,0211.050128,769,3354.14

種類別投資比率

種類 投資比率（％）

投資信託受益証券 96.95

合計 96.95

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

①【純資産の推移】

平成23年９月30日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の

通りです。

期 年月日
純資産総額
（円）
（分配落）

純資産総額
（円）
（分配付）

１口当たり
純資産額
（円）
（分配落）

１口当たり
純資産額
（円）
（分配付）

第１期 (平成15年９月22日)1,297,397,7241,297,397,7240.98300.9830

第２期 (平成16年３月22日)1,541,632,5651,571,950,4551.01701.0370

第３期 (平成16年９月21日)1,806,846,8411,820,294,8581.00771.0152

第４期 (平成17年３月22日)2,261,943,9482,326,668,6131.04841.0784

第５期 (平成17年９月20日)2,740,756,4942,767,709,0151.01691.0269
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第６期 (平成18年３月20日)2,685,737,8232,685,737,8230.98800.9880

第７期 (平成18年９月20日)2,803,274,7042,831,064,1441.00881.0188

第８期 (平成19年３月20日)2,746,663,1742,879,661,2721.03261.0826

第９期 (平成19年９月20日)2,768,473,3712,823,237,3131.01111.0311

第10期 (平成20年３月21日)2,365,876,1092,365,876,1090.91630.9163

第11期 (平成20年９月22日)1,964,199,6231,964,199,6230.82500.8250

第12期 (平成21年３月23日)1,706,316,0401,706,316,0400.77680.7768

第13期 (平成21年９月24日)1,561,565,8491,561,565,8490.72030.7203

第14期 (平成22年３月23日)1,426,999,5141,426,999,5140.74110.7411

第15期 (平成22年９月21日) 873,032,138873,032,1380.72800.7280

第16期 (平成23年３月22日) 788,570,044788,570,0440.76600.7660

第17期 (平成23年９月20日) 682,520,842682,520,8420.75940.7594

平成22年９月末日 866,473,775 － 0.7267 －

平成22年10月末日 900,279,715 － 0.7330 －

平成22年11月末日 909,939,180 － 0.7405 －

平成22年12月末日 833,261,608 － 0.7424 －

平成23年１月末日 814,207,854 － 0.7411 －

平成23年２月末日 796,849,152 － 0.7554 －

平成23年３月末日 778,120,087 － 0.7628 －

平成23年４月末日 781,031,558 － 0.7710 －

平成23年５月末日 771,048,959 － 0.7708 －

平成23年６月末日 737,142,410 － 0.7726 －

平成23年７月末日 727,654,074 － 0.7763 －

平成23年８月末日 709,343,831 － 0.7707 －

平成23年９月末日 694,247,248 － 0.7679 －

②【分配の推移】

期 １口当たりの分配金（円）

第１期 0.0000

第２期 0.0200

第３期 0.0075

第４期 0.0300

第５期 0.0100

第６期 0.0000

第７期 0.0100
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第８期 0.0500

第９期 0.0200

第10期 0.0000

第11期 0.0000

第12期 0.0000

第13期 0.0000

第14期 0.0000

第15期 0.0000

第16期 0.0000

第17期 0.0000

③【収益率の推移】

期 収益率（％）

第１期 △ 1.7

第２期 5.5

第３期 △ 0.2

第４期 7.0

第５期 △ 2.1

第６期 △ 2.8

第７期 3.1

第８期 7.3

第９期 △ 0.1

第10期 △ 9.4

第11期 △10.0

第12期 △ 5.8

第13期 △ 7.3

第14期 2.9

第15期 △ 1.8

第16期 5.2

第17期 △ 0.9

（4）【設定及び解約の実績】

計算期間 設定数量（口） 解約数量（口）

第１期 1,324,567,231 4,772,457

第２期 215,563,456 19,463,683

第３期 299,989,408 22,814,951

第４期 390,034,485 25,614,648

第５期 587,579,424 49,816,156

第６期 285,806,969 262,618,713

第７期 184,279,834 123,776,158

第８期 150,767,360 269,749,433

第９期 290,574,382 212,339,202

第10期 87,097,731 243,282,695

第11期 24,650,556 225,745,078
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第12期 24,198,165 208,572,378

第13期 95,420,556 124,145,320

第14期 57,213,296 299,528,514

第15期 133,719,249 860,000,013

第16期 75,853,242 245,597,011

第17期 8,575,669 139,251,704

（注１）本邦外における設定、解約の実績はありません。

（注２）設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。

（参考情報）運用実績
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第３【ファンドの経理状況】

＜更新後＞ 

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

第59号）（以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産

の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」という。）に基

づいて作成しております。

なお、財務諸表等規則は、平成22年９月30日付内閣府令第45号により改正されておりますが、第16期計

算期間（平成22年９月22日から平成23年３月22日まで）及び第17期計算期間（平成23年３月23日から

平成23年９月20日まで）については内閣府令第45号附則第３条第１項第１号により改正前の財務諸表

等規則に基づき作成されております。

また、投資信託財産計算規則は、平成23年7月8日付内閣府令第33号により改正されておりますが、第16

期計算期間（平成22年９月22日から平成23年３月22日まで）については改正前の投資信託財産計算規

則に基づき作成しており、第17期計算期間（平成23年３月23日から平成23年９月20日まで）について

は内閣府令第33号附則第2条により、改正前の投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は６ヵ月であるため、財務諸表は６ヵ月ごとに作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第16期計算期間（平成22年９月22

日から平成23年３月22日まで）及び第17期計算期間（平成23年３月23日から平成23年９月20日まで）

の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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１【財務諸表】
　　　　　　　　　　　　　ユナイテッド日米株式マーケット・ニュートラル

(1)【貸借対照表】
（単位：円）

第16期
（平成23年３月22日現在）

第17期
（平成23年９月20日現在）

資産の部

流動資産

コール・ローン 28,645,186 13,291,369

投資信託受益証券 770,625,620 672,197,011

未収入金 － 5,000,000

未収利息 66 34

流動資産合計 799,270,872 690,488,414

資産合計 799,270,872 690,488,414

負債の部

流動負債

未払解約金 5,173,490 2,995,447

未払受託者報酬 177,255 156,107

未払委託者報酬 3,988,015 3,512,379

その他未払費用 1,362,068 1,303,639

流動負債合計 10,700,828 7,967,572

負債合計 10,700,828 7,967,572

純資産の部

元本等

元本 1,029,478,934 898,802,899

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△） △240,908,890 △216,282,057

（分配準備積立金） 674,124 583,629

元本等合計 788,570,044 682,520,842

純資産合計 788,570,044 682,520,842

負債純資産合計 799,270,872 690,488,414
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）

第16期
自　平成22年９月22日
至　平成23年３月22日

第17期
自　平成23年３月23日
至　平成23年９月20日

営業収益

受取利息 14,859 12,185

有価証券売買等損益 48,646,221 △428,609

営業収益合計 48,661,080 △416,424

営業費用

受託者報酬 177,255 156,107

委託者報酬 3,988,015 3,512,379

その他費用 1,362,068 1,303,639

営業費用合計 5,527,338 4,972,125

営業利益又は営業損失（△） 43,133,742 △5,388,549

経常利益又は経常損失（△） 43,133,742 △5,388,549

当期純利益又は当期純損失（△） 43,133,742 △5,388,549

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）

4,008,071 557,023

期首剰余金又は期首欠損金（△） △326,190,565 △240,908,890

剰余金増加額又は欠損金減少額 66,809,260 32,588,083

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

66,809,260 32,588,083

剰余金減少額又は欠損金増加額 20,653,256 2,015,678

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

20,653,256 2,015,678

分配金 － －

期末剰余金又は期末欠損金（△） △240,908,890 △216,282,057
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(3)【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目

第16期

自　平成22年９月22日

至　平成23年３月22日

第17期

自　平成23年３月23日

至　平成23年９月20日

１．有価証券の評価基準

および評価方法

投資信託受益証券

移動平均法に基づき、時価で評価しており

ます。時価評価にあたっては、投資信託受益

証券の基準価額に基づいて評価しておりま

す。

投資信託受益証券

同左

２．その他財務諸表作成

のための基本となる重

要な事項

計算期間末日の取扱い

平成22年９月20日が休日のため、前計算期

間末日を平成22年９月21日としており、平成

23年３月20日及び翌日が休日のため、当計算

期間末日を平成23年３月22日としておりま

す。このため、当計算期間は182日となってお

ります。

計算期間末日の取扱い

平成23年３月20日及び翌日が休日のため、

前計算期間末日を平成23年３月22日として

おります。このため、当計算期間は182日と

なっております。

（貸借対照表に関する注記）

項目
第16期

（平成23年３月22日現在）

第17期

（平成23年９月20日現在）

１．投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設

定元本額および期中一部解約元本額

期首元本額 1,199,222,703円 1,029,478,934円

期中追加設定元本額 75,853,242円 8,575,669円

期中一部解約元本額 245,597,011円 139,251,704円

２．元本の欠損

貸借対照表上の純資産額が元本

総額を下回っており、その差額は

240,908,890円であります。

貸借対照表上の純資産額が元本

総額を下回っており、その差額は

216,282,057円であります。

３．計算期間末日における受益権の総数 1,029,478,934口 898,802,899口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項目

第16期

自　平成22年９月22日

至　平成23年３月22日

第17期

自　平成23年３月23日

至　平成23年９月20日

分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額 13,201円 0円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売

買等損益額
0円 0円

収益調整金額 7,373,033円 6,442,047円

分配準備積立金額 660,923円 583,629円

当ファンドの分配対象収益額 8,047,157円 7,025,676円

当ファンドの期末残存口数 1,029,478,934口 898,802,899口

1万口当たり収益分配対象額 78.14円 78.16円

1万口当たり分配金額 0円 0円

収益分配金金額 0円 0円

（金融商品に関する注記）

項目

第16期

自　平成22年９月22日

至　平成23年３月22日

第17期

自　平成23年３月23日

至　平成23年９月20日

１．金融商品の状況に関する事項 ・金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人

に関する法律第２条第４項に定める証

券投資信託であり、信託約款に規定する

運用の基本方針に従い、有価証券等の金

融商品に対して投資として運用するこ

とを目的としております。

・金融商品に対する取組方針

同左
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・金融商品の内容およびその金融商品

に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種

類は、有価証券、コール・ローン等の金

銭債権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳

細は「(有価証券関係に関する注記)」

に記載しております。これらは、価格変

動リスク、為替変動リスク、金利変動リ

スクなどの市場リスク、信用リスク、及

び流動性リスクに晒されております。

・金融商品の内容およびその金融商品

に係るリスク

同左

・金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においてはリスク管理に関

する委員会を設け、信託約款等の遵守状

況や、市場リスク、信用リスク及び流動

性リスク等のモニタリングを行い、その

結果に基づき運用部門その他関連部署

への管理を行っております。

・金融商品に係るリスク管理体制

同左

・金融商品の時価等に関する事項につ

いての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づ

く価額のほか、市場価格がない場合に

は合理的に算定された価額が含まれて

おります。当該価額の算定においては

一定の前提条件等を採用しているた

め、異なる前提条件等によった場合、当

該価額が異なることもあります。

・金融商品の時価等に関する事項につ

いての補足説明

同左

２．金融商品の時価等に関する事項 ・貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は、原則とし

てすべて時価評価されているため、貸借

対照表計上額と時価との差額はありま

せん。

・貸借対照表計上額、時価及びその差額

同左

・時価の算定方法

投資信託受益証券

「(重要な会計方針に係る事項に関

する注記)」に記載しております。

・時価の算定方法

同左

コール・ローン等の金銭債権及び金

銭債務

これらの科目は短期間で決済される

ため、帳簿価額は時価と近似してい

ることから、当該帳簿価額を時価と

しております。

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

種類

第16期

自　平成22年９月22日

至　平成23年３月22日

第17期

自　平成23年３月23日

至　平成23年９月20日

損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）

投資信託受益証券 44,713,771 △1,401,772

合計 44,713,771 △1,401,772

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

項目
第16期

（平成23年３月22日現在）

第17期

（平成23年９月20日現在）

１口当たり純資産の額 0.7660円 0.7594円
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(1万口当たり) (7,660円) (7,594円)

(4)【附属明細表】

第１　有価証券明細表

①　株式

該当事項はありません。

②　株式以外の有価証券

種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考

投資信託受益証券 日本円 ユナイテッド日本債券ベビーファンド

（適格機関投資家向け）
27,396,75828,720,021

ニチ・ベイ　マーケット　ニュートラル　

ファンド
61,022643,476,990

合計 27,457,780672,197,011

　（注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

　当ファンドは「ニチ・ベイ マーケット ニュートラル ファンド」（ケイマン籍）投資信託受益証券及

び「ユナイテッド日本債券ベビーファンド（適格機関投資家向け）」投資信託受益証券を主要投資対象

としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、これら投資信託の受益証券で

す。

　なお、以下に記載した情報は、本邦における当ファンドの監査の対象外です。

ニチ・ベイ マーケット ニュートラル ファンド

貸借対照表

区分
（平成22年９月16日現在）（平成23年３月16日現在）

金額（円） 金額（円）
資産の部
流動資産
株式 875,611,450 697,361,040
エクイティ・スワップ評価差額 11,602,375 －
未収配当金 555,631 1,728,328
未収利息 152,349 149,949
差入保証金 903,558,626 803,789,519
流動資産合計 1,791,480,4311,503,028,836
資産合計 1,791,480,4311,503,028,836
負債の部
流動負債
株式空売証券 878,879,200 686,627,750
エクイティ・スワップ評価差額 － 3,491,621
未払金 9 9
未払配当金 565,707 733,257
未払利息 324,766 206,881
未払投資顧問報酬 1,791,680 1,531,590
未払管理事務代行報酬 1,602,793 1,561,707
未払監査費用 1,989,059 1,605,956
未払保管報酬 312,928 285,506
未払受託報酬 238,737 216,688
その他未払費用 23,382 22,328
流動負債合計 885,728,261 696,283,293
負債合計 885,728,261 696,283,293
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純資産の部
元本等
元本 901,000,000 748,000,000
剰余金
　剰余金又は欠損金（△） 4,752,170 58,745,543
元本等合計 905,752,170 806,745,543
純資産合計 905,752,170 806,745,543
負債純資産合計 1,791,480,4311,503,028,836

（注１）「ニチ・ベイ マーケット ニュートラル ファンド」の計算期間は、原則として、毎年１月１日

から12月31日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成22

年９月16日及び平成23年３月16日現在における当該投資信託の状況であります。

（注２）当該投資信託は、英領西インド諸島ケイマン籍の契約型外国私募投資信託であり、上記の貸借対

照表は、当該投資信託の直近入手可能な財務情報を翻訳・要約したものであります。

　重要な会計方針

項目
自　平成22年３月19日
至　平成22年９月16日

自　平成22年９月17日
至　平成23年３月16日

１．有価証券の評価基
準および評価方法

株式は先入先出法に基づき、以下のと
おり原則として時価で評価していま
す。

株式は先入先出法に基づき、以下のと
おり原則として時価で評価していま
す。

・金融商品取引所等に上場されている
有価証券

・金融商品取引所等に上場されている
有価証券

金融商品取引所等に上場されてい
る有価証券は、原則として金融商品
取引所等における直近入手可能日の
最終相場で評価しています。
直近入手可能日に当該金融商品取
引所等の最終相場がない場合には、
株式の保有銘柄については当該直近
入手可能日における最終の買気配相
場、株式空売証券の保有銘柄につい
ては当該直近入手可能日の最終の売
気配相場で評価しています。

同左

・金融商品取引所等に上場されていな
い有価証券

・金融商品取引所等に上場されていな
い有価証券

当該有価証券については、原則と
して、信託会社若しくは信託会社が
十分な能力を有すると判断する第三
者が忠実義務に基づいて合理的事由
をもって時価と認めた価額で評価し
ています。

同左

・時価が入手できなかった有価証券 ・時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった
場合又は入手した評価額が時価と認
定できない事由が認められた場合
は、信託会社若しくは信託会社が十
分な能力を有すると判断する第三者
が忠実義務に基づいて合理的事由を
もって時価と認めた価額で評価して
います。

同左

２．収益及び費用の計
上基準

受取配当金の計上基準
　原則として、株式の配当落ち日にお
いて、その金額が確定している場合に
は当該金額を計上し、未だ確定してい
ない場合には入金日基準で計上して
おります。

受取配当金の計上基準
同左
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３．デリバティブの評
価基準および評価方
法

（1）エクイティ・スワップ取引
エクイティ・スワップ取引は、原則
として、直近入手可能日において、当
該取引を行った取引金融商品取引業
者から入手する価額で評価しており
ます。

（1）エクイティ・スワップ取引
同左

（2）為替予約取引
為替予約取引は、原則として、直近
入手可能日において、当該取引と同額
および同期日の取引を行ったとした
場合の為替予約レートを基に評価し
ております。

（2）為替予約取引
同左

４．その他財務諸表作
成のための基本とな
る重要な事項

外貨建取引等の処理基準
　外貨建取引については、取引発生時
の外国通貨の額をもって記録する方
法を採用しております。外貨建資産
は、原則として、直近入手可能日にお
いて、信託会社が実勢を反映している
と判断する外国為替相場で円換算し
ております。

外貨建取引等の処理基準
　同左
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２【ファンドの現況】

＜更新後＞

以下は、平成23年９月30日現在のファンドの純資産額計算書です。

【純資産額計算書】

Ⅰ　資産総額 694,502,368円

Ⅱ　負債総額 255,120円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 694,247,248円

Ⅳ　発行済数量 904,142,061口

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.7679円

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

（1）受益権の帰属と受益証券の不発行

①　この信託のすべての受益権は、社振法の規定の適用を受けており、受益権の帰属は振替機関の振替

口座簿に記載または記録されることにより定まります。

②　委託者は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された

場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を継承する者が存在しな

い場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しま

せん。

なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受

益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、

受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

（2）受益者名簿

受益者名簿は作成しません。

（3）受益者等に対する特典

該当するものはありません。

（4）受益権の譲渡

①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載

または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

②　前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口

数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または

記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、

譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に

社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われる

よう通知するものとします。

③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され

ている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に

おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日

や振替停止期間を設けることができます。

（5）受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す

ることができません。

（6）受益権の再分割

委託者は、受託者と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再

分割できるものとします。

（7）償還金
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償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以

前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された

受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原

則として取得申込者とします。）に支払います。

（8）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払

い、および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取

り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（1）資本金の額等

＜訂正前＞ 

平成23年４月30日現在の委託会社の資本金の額： 1,155,000,000円

委託会社が発行する株式総数： 6,400株

発行済株式総数： 4,600株

最近５年間における資本金の額の増減： 平成18年12月 7日に150,000,000円の増資

平成19年11月30日に250,000,000円の増資

平成21年11月30日に125,000,000円の増資

＜訂正後＞ 

平成23年９月30日現在の委託会社の資本金の額： 1,155,000,000円

委託会社が発行する株式総数： 6,400株

発行済株式総数： 4,600株

最近５年間における資本金の額の増減： 平成18年12月 7日に150,000,000円の増資

平成19年11月30日に250,000,000円の増資

平成21年11月30日に125,000,000円の増資

（2）委託会社等の機構

＜訂正前＞ 

①　平成23年４月30日現在、委託会社の機構は次の通りとなっております。委託会社の取締役は３名以

上５名以内、監査役は３名以上４名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、累積投

票によらないものとします。取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠又は増員により選任された取締役の任期は、退任し

た取締役または他の在任取締役の任期の満了すべき時までとします。委託会社の業務上重要な事項

は、取締役会の決議により決定します。取締役会は、その決議により会長、社長、副社長、専務取締役お

よび常務取締役を選任することができます。

＜訂正後＞ 

①　平成23年９月30日現在、委託会社の機構は次の通りとなっております。委託会社の取締役は３名以

上７名以内、監査役は３名以上４名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、累積投

票によらないものとします。取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠又は増員により選任された取締役の任期は、退任し

た取締役または他の在任取締役の任期の満了すべき時までとします。委託会社の業務上重要な事項

は、取締役会の決議により決定します。取締役会は、その決議により会長、社長、副社長、専務取締役お

よび常務取締役を選任することができます。

２【事業の内容及び営業の概況】

＜訂正前＞ 

　「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託

の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資信託の運用および
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投資一任契約に基づく運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種

金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

平成23年４月28日現在、委託会社が運用する投資信託（総ファンド数53本、純資産総額73,716百万

円。ただし、親投資信託は除きます。）は以下の通りです。

ファンドの種類 本数 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 49 68,735

単位型株式投資信託 4 4,980

合計 53 73,716

純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々

の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

＜訂正後＞ 

　「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託

の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資信託の運用および

投資一任契約に基づく運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種

金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

平成23年９月30日現在、委託会社が運用する投資信託（総ファンド数56本、純資産総額64,709百万

円。ただし、親投資信託は除きます。）は以下の通りです。

ファンドの種類 本数 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 52 60,428

単位型株式投資信託 4 4,281

合計 56 64,709

純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々

の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
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３【委託会社等の経理状況】

＜更新後＞ 

1.　財務諸表の作成方法について

委託会社であるユナイテッド投信投資顧問株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等

の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）並び

に同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）

により作成しております。

2.　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前事業年度（平成21年4月1日から平成22年3月31

日まで）及び当事業年度（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）の財務諸表について、新日本有限責任

監査法人により監査を受けております。

3.　財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。

具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、変更等について的確に対応することができる体制を整備す

るため、新日本有限責任監査法人が主催する研修会等に積極的に参加しており、また、会計基準等の情報交換も

密に行っております。

財務諸表

(1)【貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度 当事業年度

（平成22年3月31日） （平成23年3月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 514,170 199,379

関係会社短期貸付金 － 50,000

前払費用 11,254 12,527

未収入金 － 137

未収委託者報酬 62,134 114,316

未収収益 37,838 92,795

立替金 24,123 24,595

その他 10 －

流動資産合計 649,531 493,752

固定資産

有形固定資産

建物附属設備（純額） *1 8,789 7,263

器具備品（純額） *1 2,742 2,142

リース資産（純額） *1 1,051 503

有形固定資産合計 12,584 9,908

無形固定資産

ソフトウェア 3,198 2,715

電話加入権 1,294 1,294

無形固定資産合計 4,493 4,010

投資その他の資産

投資有価証券

破産更生債権等

998

2,459

－

2,459

長期差入保証金 22,760 21,789

長期前払費用 1,315 929

貸倒引当金 △2,459 △2,459

投資その他の資産合計 25,074 22,719

EDINET提出書類

ユナイテッド投信投資顧問株式会社(E11776)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

22/42



固定資産合計 42,152 36,638

資産合計 691,684 530,390

負債の部

流動負債

預り金 11,133 12,033

未払金 13,468 13,933

未払手数料 23,252 38,185

リース債務 585 558

未払費用 4,706 3,147

未払委託調査費 93,118 77,799

未払法人税等 2,556 2,686

未払消費税等 953 4,412

前受収益 815 815

賞与引当金 9,000 6,637

流動負債合計 159,590 160,210

固定負債

リース債務 558 －

長期未払金 2,666 －

長期前受収益 2,777 1,961

固定負債合計 6,002 1,961

負債合計 165,593 162,172

純資産の部

株主資本

資本金 1,155,000 1,155,000

資本剰余金

資本準備金 125,000 125,000

資本剰余金合計 125,000 125,000

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △753,907 △911,781

利益剰余金合計 △753,907 △911,781

株主資本合計 526,092 368,218

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1 －

評価・換算差額等合計 △1 －

純資産合計 526,090 368,218

負債・純資産合計 691,684 530,390

(2)【損益計算書】

（単位：千円）

前事業年度 当事業年度  

（自 平成21年4月 1日 （自 平成22年4月 1日 

至 平成22年3月31日） 至 平成23年3月31日） 

営業収益  

委託者報酬 614,791 625,535 

投資助言報酬 13,179 5,467 

運用受託報酬 128,040 231,906 

投資兼業報酬 9,268 7,193 

営業収益合計 765,279 870,101 

営業費用  

支払手数料 210,018 222,650 

広告宣伝費 5,279 1,574 

調査費 49,990 54,408 

委託調査費 187,290 196,579 
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図書費 649 533 

委託計算費 1,827 1,918 

通信費 3,301 4,334 

印刷費 11,349 7,815 

諸会費 2,088 2,405 

営業費用合計 471,796 492,221 

一般管理費  

給料・手当 265,682 277,417 

役員報酬 4,800 24,600 

貸倒引当金繰入額 2,459 ―  

賞与引当金繰入額 9,000 6,637 

租税公課 3,068 3,764 

不動産賃借料 34,070 34,070 

退職給付費用 7,900 9,024 

固定資産減価償却費 3,602 3,417 

消耗器具備品費 5,008 4,367 

機器賃借料 61,726 53,683 

法律専門家報酬 2,405 4,854 

新人採用費 12,168 13,144 

諸経費 104,885 101,733 

一般管理費合計 516,779 536,714 

営業損失 223,295 158,833 

営業外収益  

受取利息 *1 402 1,107 

その他営業外収益 *2 1,382 30 

営業外収益合計 1,785 1,138 

営業外費用  

支払利息 61 37 

株式交付費 941 ―  

その他営業外費用 *3 770 184 

営業外費用合計 1,772 221 

経常損失 223,283 157,916 

特別利益  

賞与引当金戻入額 ― 2,240 

特別利益合計 ― 2,240 

特別損失  

固定資産廃棄損 *4 ― 90 

特別退職加算金 1,100 362 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影

響額 ― 794
 

特別損失合計 1,100 1,247 

税引前当期純損失 224,383 156,923 

法人税、住民税及び事業税 950 950 

当期純損失 225,333 157,873 

(3)【株主資本等変動計算書】

（単位：千円）

前事業年度 当事業年度

（自 平成21年4月 1日 （自 平成22年4月 1日

至 平成22年3月31日） 至 平成23年3月31日）

株主資本

資本金

前期末残高 1,030,000 1,155,000

当期変動額

EDINET提出書類

ユナイテッド投信投資顧問株式会社(E11776)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

24/42



新株の発行 125,000 －

当期変動額合計 125,000 －

当期末残高 1,155,000 1,155,000

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 － 125,000

当期変動額

　新株の発行 125,000 －

　当期変動額合計 125,000 －

当期末残高 125,000 125,000

資本剰余金合計

前期末残高 － 125,000

当期変動額

新株の発行 125,000 －

当期変動額合計 125,000 －

当期末残高 125,000 125,000

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △528,574 △753,907

当期変動額

当期純損失 △225,333 △157,873

当期変動額合計 △225,333 △157,873

当期末残高 △753,907 △911,781

利益剰余金合計

前期末残高 △528,574 △753,907

当期変動額

当期純損失 △225,333 △157,873

当期変動額合計 △225,333 △157,873

当期末残高 △753,907 △911,781

株主資本合計

前期末残高 501,425 526,092

当期変動額

新株の発行 250,000 －

当期純損失 △225,333 △157,873

当期変動額合計 24,666 △157,873

当期末残高 526,092 368,218

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 － △1

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1 1

当期変動額合計 △1 1

当期末残高 △1 －

評価換算差額等合計

前期末残高 － △1

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1 1

当期変動額合計 △1 1

当期末残高 △1 －

純資産合計

前期末残高 501,425 526,090

当期変動額

新株の発行 250,000 －

当期純損失 △225,333 △157,873
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株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1 1

当期変動額合計 24,666 △157,872

当期末残高 526,090 368,218

次へ
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度

（自　平成21年4月 1日

至　平成22年3月31日）

当事業年度

（自　平成22年4月 1日

至　平成23年3月31日）

＊1　有形固定資産の減価償却累計額は次の通りであ

ります。

＊1　有形固定資産の減価償却累計額は次の通りであ

ります。

建物附属設備 12,633千円建物附属設備 14,160千円

器具備品 6,430千円器具備品 4,238千円

リース資産 1,097千円リース資産 1,645千円

（損益計算書関係）

前事業年度 当事業年度

（自　平成21年4月 1日 （自　平成22年4月 1日

至　平成22年3月31日） 至　平成23年3月31日）

＊1 ＊1　各科目に含まれている関係会社に対するものは

次の通りであります。

受取利息 1,102千円

＊2　その他営業外収益

事業税確定還付金 525千円

消費税確定還付加算金 219千円

確定拠出金事業主返還金 487千円

その他営業外収益 150千円

＊3　その他営業外費用 ＊3　その他営業外費用

業務処理過誤により発生した費用 284千円 業務処理過誤により発生した費用 105千円

立替印刷費誤算回収不能額 485千円 立替印刷費誤算回収不能額 79千円

＊4　 ＊4　固定資産廃棄損の内訳は次の通りであります。

器具備品 90千円

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成21年4月1日　　至　平成22年3月31日）

発行済株式の種類及び総数に関する事項 （単位：株）

前事業年度末

株式数

当事業年度

増加株式数

当事業年度

減少株式数

当事業年度末

株式数

発行済株式

　　普通株式 4,100 500 ― 4,600

　　合　　計 4,100 500 ― 4,600

（注）普通株式の発行済株式総数の増加500株は、株主割当による新株の発行による増加であります。

当事業年度（自　平成22年4月1日　　至　平成23年3月31日）

発行済株式の種類及び総数に関する事項 （単位：株）
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前事業年度末

株式数

当事業年度

増加株式数

当事業年度

減少株式数

当事業年度末

株式数

発行済株式

　　普通株式 4,600 ― ― 4,600

　　合　　計 4,600 ― ― 4,600

（リース取引関係）

前事業年度

（自　平成21年4月 1日

至  平成22年3月31日）

当事業年度

（自　平成22年4月 1日

至  平成23年3月31日）

ファイナンス・リース取引

　所有権移転外ファイナンス・リース取引

（通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に

よっているもの）

（借主側）

①リース資産の内容

有形固定資産

　　器具備品

②リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

して算定する方法によっております。

ファイナンス・リース取引

　所有権移転外ファイナンス・リース取引

（通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に

よっているもの）

（借主側）

①リース資産の内容

有形固定資産

同　　左

②リース資産の減価償却の方法

同　　左

（金融商品関係）

前事業年度（自　平成21年4月1日　　至　平成22年3月31日）

（追加情報）

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　平成20年3月10日）及び「金融商

品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　平成20年3月10日）を適用しており

ます。

1.金融商品の状況に関する事項

（1） 金融商品に対する取組方針

当社は、現状、資金運用については短期的な預金等を中心に行っております。また、借入等による資

金調達は行っておりません。当社は、デリバティブ取引は行っておりません。

（2） 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である未収委託者報酬及び未収収益は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスク

に関しては、経理規程に従い、常に取引先毎の残高を把握し、管理に万全を期す体制をとっておりま

す。

投資有価証券である投資信託受益証券は、主に自己設定による目的で保有しております。市場価格

の変動リスクに晒されていますが、これは、早期に売却する予定のものであるため、リスクは僅少で

あります。

営業債務である未払委託者調査費は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。

（3） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された

価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条

件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項

平成22年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

（単位：千円）

貸借対照表

計上額(＊）
時価（＊） 差額

（1）現金及び預金 514,170 514,170 －

（2）未収委託者報酬 62,134 62,134 －

（3）未収収益 37,838 37,838 －

（4）投資有価証券

　　　　その他有価証券 998 998 －

（5）未払委託調査費 (93,118) (93,118) －

（＊）負債に計上されているものは、（　）で示しています。

（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

（1）現金及び預金、並びに（2）未収委託者報酬及び（3）未収収益

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によって

おります。

（4）投資有価証券

すべて投資信託受益証券であり、投資信託受益証券は、基準価額で評価しております。

（5）未払委託調査費

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ

ております。

当事業年度（自　平成22年4月1日　　至　平成23年3月31日）

1.金融商品の状況に関する事項

（1） 金融商品に対する取組方針

当社は、現状、資金運用については短期的な預金等を中心に行っております。また、借入等による資

金調達は行っておりません。当社は、デリバティブ取引は行っておりません。

（2） 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である未収委託者報酬及び未収収益は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスク

に関しては、経理規程に従い、常に取引先毎の残高を把握し、管理に万全を期す体制をとっておりま

す。

営業債務である未払委託者調査費は、1年以内の支払期日です。

（3） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された

価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条

件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

平成23年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

（単位：千円）

貸借対照表

計上額(＊）
時価（＊） 差額

（1）現金及び預金 199,379 199,379 －

（2）関係会社短期貸付金 50,000 50,000 －
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（3）未収委託者報酬 114,316 114,316 －

（4）未収収益 92,795 92,795 －

（5）未払委託調査費 (77,799) (77,799) －

（＊）負債に計上されているものは、（　）で示しています。

（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

（1）現金及び預金・（2）関係会社短期貸付金・（3）未収委託者報酬、並びに（4）未収収益

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によって

おります。

（5）未払委託調査費

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ

ております。

（注2） 金銭債権の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

1年以内

　現金及び預金 199,379

関係会社短期貸付金 50,000

未収委託者報酬 114,316

未収収益 92,795

合計 456,408

（有価証券関係）

前事業年度（自　平成21年4月1日　　至　平成22年3月31日）

1.その他有価証券 （単位：千円）

貸借対照表日における

貸借対照表計上額
取得原価 差額

貸借対照表計上額が

取得原価をこえるもの

株式 － － －

債券 － － －

その他 － － －

小計 － － －

貸借対照表計上額が

取得原価をこえないもの

　株式 － － －

　債券 － － －

　その他 998 1,000 1

小計 998 1,000 1

合計 998 1,000 1

当事業年度（自　平成22年4月1日　　至　平成23年3月31日）

1.事業年度中に売却したその他有価証券 （単位：千円）
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区分 売却額 売却益の合計額

株式 － －

債券 － －

その他 1,001 1

合計 1,001 1

（デリバティブ取引関係）

前事業年度（自　平成21年4月1日　　至　平成22年3月31日）

　　該当事項ありません。

当事業年度（自　平成22年4月1日　　至　平成23年3月31日）

　　該当事項ありません。

（退職給付関係）

前事業年度

（自　平成21年4月 1日

至　平成22年3月31日）

当事業年度

（自　平成22年4月 1日

至　平成23年3月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は確定拠出年金制度を採用しております。

１．採用している退職給付制度の概要

同　　左

２．退職給付費用に関する事項 ２．退職給付費用に関する事項

　　確定拠出年金への掛金支払額　 7,900千円

　　退職給付費用　　　　　　　　 7,900千円

　　確定拠出年金への掛金支払額　 9,024千円

　　退職給付費用　　　　　　　　 9,024千円

他に特別退職加算金1,100千円を計上しており

ます。

他に特別退職加算金362千円を計上しておりま

す。

（税効果会計関係）

前事業年度

（自　平成21年4月 1日

至　平成22年3月31日）

当事業年度

（自　平成22年4月 1日

至　平成23年3月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原

因別の内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原

因別の内訳

（単位：千円） （単位：千円）

繰延税金資産 繰延税金資産

繰越欠損金 127,146繰越欠損金 127,438

未払事業税 653未払事業税 702

確定退職金未払否認 1,085減価償却超過額 417

減価償却超過額 547賞与引当金 2,701

賞与引当金 3,663貸倒引当金 1,001

貸倒引当金 1,001資産除去債務 394

　その他 983繰延税金資産小計 132,655

繰延税金資産小計 135,081評価性引当金 (132,655)
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　評価性引当金 (135,081)繰延税金資産合計 －

繰延税金資産合計 － 繰延税金負債 －

繰延税金負債 － 繰延税金資産の純額 －

繰延税金資産の純額 －

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の

負担率との差異の原因となった主要な項目別の

内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の

負担率との差異の原因となった主要な項目別の

内訳

税引前当期純損失を計上したため、記載してお

りません。
同　　左

（資産除去債務関係）

　当事業年度末（平成23年3月31日）

1. 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当社は、本社オフィスの不動産賃借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務

を資産除去債務として認識しております。

なお、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する差入保証金の回収が最終的

に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上す

る方法によっております。

この見積りにあたり、使用見込期間は入居から31年間を採用しております。

当会計年度において、差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金

額は5,470千円であります。

また、資産除去債務の総額の期中における増減は、上記算定金額以外ありません。

2. 資産除去債務のうち貸借対照表に計上していないもの

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

［セグメント情報］

前事業年度（自　平成21年4月1日　至　平成22年3月31日）

当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

当事業年度（自　平成22年4月1日　至　平成23年3月31日）

当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

［関連情報］

当事業年度（自　平成22年4月1日　至　平成23年3月31日）

1.製品及びサービスごとの情報

損益計算書で委託者報酬及び運用受託報酬等区分して記載しております。

2.地域ごとの情報

（1）営業収益

　　　①委託者報酬

　　　　　委託者報酬については、制度上顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。

　　　②投資助言報酬、運用受託報酬及び投資兼業報酬
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（単位：千円）

日本 中国 その他 合計

58,767 120,055 65,744 244,566

　　　　　（注）営業収益は顧客の所在地を基礎として、国または地域に分類しております。

　　（2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

　　3.主要な顧客ごとの情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

顧客の名称または氏名 営業収益 関連するセグメント名

Japan Asia Securities Limited117,053 －

［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

当事業年度（自　平成22年4月1日　至　平成23年3月31日）

　　該当事項はありません。

［報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報］

当事業年度（自　平成22年4月1日　至　平成23年3月31日）

　　該当事項はありません。

［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

当事業年度（自　平成22年4月1日　至　平成23年3月31日）

　　該当事項はありません。

（追加情報）

当事業年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年3月

27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号

　平成20年3月21日）を適用しております。

（関連当事者情報）

前事業年度（自　平成21年4月1日　　至　平成22年3月31日）

1.関連当事者との取引

財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

種類
会社等の

名称
住所

資本金

又は

出資金

事業の

内容又

は職業

議決権

等の所

有(被所

有)割合

関連当事

者との

関係

取引の内容
取引

金額
科目

期末

残高

親会社

日本アジ

アホール

ディング

ズ㈱

東京都

千代田区

2,641

百万円

投資

事業

被所有

直接

100％

経営管理

役員の

兼任

資金の貸付

資金の回収

貸付金利息

の受取

400,000千円

400,000千円

385千円

― ―

（注）1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。

　　　2.取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　　　　市場金利を勘案して合理的に決定しております。

2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

　　　親会社情報

　　　　日本アジアグループ㈱（東京証券取引所に上場）
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　　　　日本アジアホールディングズ㈱（非上場）

当事業年度（自　平成22年4月1日　　至　平成23年3月31日）

1.関連当事者との取引

財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

種類
会社等の

名称
住所

資本金

又は

出資金

事業の

内容又

は職業

議決権

等の所

有(被所

有)割合

関連当事

者との

関係

取引の内容
取引

金額
科目

期末

残高

親会社

日本アジ

アホール

ディング

ズ㈱

東京都

千代田区

2,641

百万円

投資

事業

被所有

直接

100％

経営管理

役員の

兼任

資金の貸付

資金の回収

貸付金利息

の受取

690,000千円

640,000千円

1,102千円

関係

会社

短期

貸付

金

50,000

千円

（注）1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。

　　　2.取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　　　　市場金利を勘案して合理的に決定しております。

2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

　　　親会社情報

　　　　日本アジアグループ㈱（東京証券取引所に上場）

　　　　日本アジアホールディングズ㈱（非上場）

（1株当たり情報）

前事業年度 当事業年度

（自　平成21年4月 1日 （自　平成22年4月 1日

至　平成22年3月31日） 至　平成23年3月31日）

1株当たり純資産額 114,367円55銭1株当たり純資産額 80,047円46銭

1株当たり当期純損失金額 52,808円36銭1株当たり当期純損失金額 34,320円39銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

同　　左

1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎 1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎

損益計算書上の当期純損失 225,333千円損益計算書上の当期純損失 157,873千円

普通株式に係る当期純損失 225,333千円普通株式に係る当期純損失 157,873千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。 該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数 4,267株普通株式の期中平均株式数 4,600株

（重要な後発事象）

前事業年度（自　平成21年4月1日　　至　平成22年3月31日）

　　該当事項はありません。

当事業年度（自　平成22年4月1日　　至　平成23年3月31日）

　　該当事項はありません。
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重要な会計方針

前事業年度

（自　平成21年4月 1日

至　平成22年3月31日）

当事業年度

（自　平成22年4月 1日

至　平成23年3月31日）

1.有価証券の評価基準及

び評価方法

（1）その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時

価法により評価しております。

(評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均

法により算定しております。）

（1）その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時

価法により評価しております。

(評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均

法により算定しております。）

なお、当事業年度末において残高

はございません。

2.固定資産の減価償却の

方法

（1）有形固定資産(リース資産を除

く)

主に定率法を採用しております。

（1）有形固定資産(リース資産を除

く)

同　　左

（2）無形固定資産

自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（5

年）に基づく定額法を採用してお

ります。

（2）無形固定資産

同　　左

（3）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産について

は、リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法を採用し

ております。

（3）リース資産

同　　左

3.繰延資産の処理方法 株式交付費

支払時に全額費用処理しております。

4.引当金の計上基準 （1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

よる計算額を、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上してお

ります。

（1）貸倒引当金

同　　左

（2）賞与引当金

従業員賞与の支払に備えるため、支給

見込額に基づき計上しております。

（2）賞与引当金

同　　左
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5.その他財務諸表作成の

ための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。

消費税等の会計処理

同　　左

会計方針の変更

前事業年度

（自　平成21年4月 1日

至　平成22年3月31日）

当事業年度

（自　平成22年4月 1日

至　平成23年3月31日）

（資産除去債務に関する会計基準等）

当事業年度より、「資産除去債務に関する会計

基準」（企業会計基準第18号　平成20年3月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年3月

31日）を適用しております。

　これにより、当事業年度の営業損失及び経常損失

は176千円、税引前当期純損失は970千円それぞれ

増加しております。
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第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（1）受託会社

＜訂正前＞

②　資本金の額（平成23年３月31日現在）

279,928百万円

　（略）

＜再信託受託会社の概要＞

名称　　　　　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

資本金の額　　51,000百万円（平成23年３月31日現在）

事業の内容　　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律

に基づき、信託業務を営んでいます。

（1）受託会社

＜訂正後＞

②　資本金の額（平成23年９月30日現在）

279,928百万円

　（略）

＜再信託受託会社の概要＞

名称　　　　　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

資本金の額　　51,000百万円（平成23年９月30日現在）

事業の内容　　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律

に基づき、信託業務を営んでいます。

（2）販売会社

＜訂正前＞

名称
資本金の額

（平成23年３月31日現在）
事業の内容

株式会社荘内銀行 14,200百万円
銀行法に基づき銀行業を営んでい

ます。

＜訂正後＞

名称
資本金の額

（平成23年９月30日現在）
事業の内容

株式会社荘内銀行 14,200百万円
銀行法に基づき銀行業を営んでい

ます。
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独立監査人の監査報告書

平成２３年５月２０日

ユナイテッド投信投資顧問株式会社

　取 締 役 会　　御　中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士　　小西　文夫　　印

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士　　三宅　孝典　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

ドの経理状況」に掲げられているユナイテッド日米株式マーケット・ニュートラルの平成２２年９月

２２日から平成２３年３月２２日までの第１６期計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及

び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを

求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経

営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでい

る。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、ユナイテッド日米株式マーケット・ニュートラルの平成２３年３月２２日現在の信託財産の

状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示してい

るものと認める。

　ユナイテッド投信投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

（※）1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社

が別途保管しております。

2. 財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

平成２２年６月１５日

ユナイテッド投信投資顧問株式会社

　取　締　役　会　　御　中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士　　小西　文夫　　印

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士　　樽本　修平　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会

社等の経理状況」に掲げられているユナイテッド投信投資顧問株式会社の平成２１年４月１日から平

成２２年３月３１日までの第１１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主

資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを

求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経

営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでい

る。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、ユナイテッド投信投資顧問株式会社の平成２２年３月３１日現在の財政状態及び同日をもっ

て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　　上

（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途

保管しております。
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独立監査人の監査報告書

平成２３年１１月１８日

ユナイテッド投信投資顧問株式会社

　取 締 役 会　　御　中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士　　三宅　孝典　　印

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士　　井尾　　稔　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

ンドの経理状況」に掲げられているユナイテッド日米株式マーケット・ニュートラルの平成２３

年３月２３日から平成２３年９月２０日までの第１７期計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得るこ

とを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並

びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを

含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断してい

る。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して、ユナイテッド日米株式マーケット・ニュートラルの平成２３年９月２０日現在の信託財

産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表

示しているものと認める。

　ユナイテッド投信投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

（※）1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が

別途保管しております。

2. 財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

次へ
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独立監査人の監査報告書

平成２３年６月１３日

ユナイテッド投信投資顧問株式会社

　取　締　役　会　　御　中

新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士　　小西　文夫　　印

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士　　三宅　孝典　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会

社等の経理状況」に掲げられているユナイテッド投信投資顧問株式会社の平成２２年４月１日から平

成２３年３月３１日までの第１２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主

資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを

求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経

営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでい

る。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、ユナイテッド投信投資顧問株式会社の平成２３年３月３１日現在の財政状態及び同日をもっ

て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　　上

（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

管しております。
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